
―第 ６ ９号― 

◆ 特定健診・保健指導を受けないと、共済掛金が上がる!? 
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OSAKA光のルネサンス　○c R11

　今年で９回目の開催を迎える「OSAKA光のルネサンス」は、大阪の冬の風物詩としてすっかり定着し、

昨年は286万人もの皆さまにご来場いただき、都会の夜の魅力を楽しんでいただきました。今年も大阪市

役所から大阪市中央公会堂周辺エリアを「中央会場」・中之島公園（バラ園）エリアを「東会場」とし、

さまざまな企画をご用意し皆さまのご来場をお待ちしております。 

開催日程：2011年12月14日（水）～25日（日） 17：00（一部コンテンツのみ16：00）～22：00 

U   R   L：http://www.hikari -renaissance.com/　 

お問合せ：大阪市総合コールセンター　TEL：06－4301－7285　FAX：06－6644－4894
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※平成22年度「後期高
齢者支援金」及び組
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特定健診・保健指導を受けないと、共済掛金が上がる!?
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減量大成功 － 突撃インタビュー 

BEFORE

ご飯の量を半分に 

AFTER

－11.7kg－11.7kg

－11.6kg

 
保健指導区分 

（脂質）中性脂肪 
HDLコレステロール 
（血糖）HbA1c

 
 
（mg/dl） 
（mg/dl） 
（%） 

平成22年度 
動機付け支援 
149 
38 
5.7

平成23年度 
保健指導対象外 
52 
48 
4.9 
 

 
保健指導区分 
体重 
腹囲 

収縮期血圧 
（脂質）HDLコレ 
（血糖）HbA1c

 
 
（kg） 
（cm） 
（mmHg） 
（mg/dl） 
（%） 

平成22年度 
動機付け支援 
81.1 
93.7 
130 
43 
5.1

平成23年度 
保健指導対象外 
69.5 
81.0 
127 
59 
4.7

 減量のきっかけ 
　「痩せたい」「体が重たい」「自分のお腹を見るのがイヤ」とは思っていたものの、以前に無理
やり保健指導と運動をさせられたことがあるので、「行かんで済むなら行きたくない」と思ってい
ました。所属管理課から「受けなアカン！」と言われ、特定保健指導を利用しました。 
 がんばったこと  
　おかずの内容や量はそのまま、大きい茶碗に大盛だったご飯の量を半分に、毎食野菜から食べるご飯の量を半分に、毎食野菜から食べる
ようにようにしました。間食の量を減らし、夕食後のデザートを食べない夕食後のデザートを食べないように。さらに通勤時の早歩き早歩き
を継続を継続して、自宅～最寄り駅10分、降車駅～職場10分、往復40分の早歩きを継続しました。 
 専門スタッフからの支援  
　「ご飯の量を減らすだけでもよい」という助言で、「そんなことならできそう…」と気軽に始め「そんなことならできそう…」と気軽に始め
ました。ました。体重が減り始め、その後なかなか減らなくなった時、めげそうになって記録した体重表を
送ったら「そんな時期がありますよ」というメッセージをもらって継続の励みに。 
 良かったこと  
　体重が減り始め、結果が出ると嬉しくなって続けられました。結果が出ると嬉しくなって続けられました。はけなくなっていたジーンズもは
けるようになり、顔が細くなったと周りから言われて嬉しかったです。 
 今後は…  
　あと5kgは痩せたい。でも現状で体重を維持しているので、これ以上痩せるには運動を増やさな
いといけないのでしょうね。 

 減量のきっかけ 
　特定保健指導に申込んだ時期に、ちょうど係内係内で「昼食をローカロリー食品にしてダイエットし
よう」という有志があり、仲間に入れてもらいました。11人で頑張るのではなかったので人で頑張るのではなかったので33～～44か月か月
続けることができ、続けることができ、この時期に体重を落とすことができました。 
 がんばったこと  
　食事は、油ものを控え、肉も鶏肉ならササミにする等工夫しました。野菜は「野菜スープ」でた
っぷり摂り、ご飯は軽く1杯だけにする等で摂取カロリーを調整しました。 
また、毎朝出勤後に飲んでいたジュースを水に代え、家でも牛乳たっぷり・砂糖入りで飲ジュースを水に代え、家でも牛乳たっぷり・砂糖入りで飲んでいたんでいた
コーヒーを氷水に代えました。コーヒーを氷水に代えました。今ではコーヒーを飲む時は、ミルク少量で砂糖無しにしています。 
　運動は、最初の半年位は週1回ジムに通い、家で腹筋100回を続けていました。最近は少し休ん
でいますが、またプール通いを再開しようと思っているところです。 
 成功の秘訣  
　係内で一緒に取り組む人がいたので係内で一緒に取り組む人がいたのでくじけずに続けられたと思います。また、家でも娘たちとダ家でも娘たちとダ
イエットのことをよく話題にし、皆で間食を控えたりウォイエットのことをよく話題にし、皆で間食を控えたりウォーキングをしたりというーキングをしたりという取組みにもなっ
ていて、お互いに刺激しあえているのが良い効果になっています。 

建設局　東部方面管理事務所 
今福出張所 
藤原　利徳さん 
45歳　男性 
 
 
 
 
簡単にできることから
始めたらよいと思いま
す。あれもこれも…と
がんばると続きません。 

藤原さんの 
ひとこと 

港区役所 
介護保険グループ 
古味　真寿美さん 
45歳　女性 
 
 
 
 
最初の1か月は空腹感
も強く、我慢が必要で
すが、体重もぐっと減
ってやる気も出る時期
なので、がんばりどこ
ろだと思います！ 

古味さんの 
ひとこと 
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笑 い の ス ス メ 
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コミュニケーション術 
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適正飲酒  していますか？ 
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　組合員又は被扶養者が医療機関等で診療を受けた場合、医療費の一部を自己負担しています

が、この自己負担額が一定の額を超えたときには、超えて支払った分は「高額療養費」として

当共済組合から払い戻されます。 

　また、同一世帯で1か月分の自己負担額が21,000円を超える診療報酬明細書（レセプト）が2

件以上生じたときは合算して、自己負担限度額を超えた金額が当共済組合から払い戻されます。 

　当共済組合では、医療機関等からの請求に基づき、自動払いを行っていますので、申請の必

要はありません。 

※「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示することにより、入院時の窓口

負担が、自己負担額から高額療養費相当額を控除した「自己負担限度額」のみで済むことに

なります。限度額認定証の交付を受けるには申請が必要です。 

　詳しくは、当共済組合までお問い合わせください。 

高額な医療費がかかった時  医
療
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30万円 70万円 

組合員が医療機関の窓口で支払う額 

25,030円 62,400円 212,570円 
（附加給付） （高額療養費） 

当共済組合から　 
組合員への還付額 

最終的な 
自己負担額 

当共済組合が医療機関へ支払う額 

212,570円 87,430円 70万円 

当共済組合が医療 
機関へ支払う額　 
（高額療養費） 

組合員が医療機関の
窓口で支払う額 
（自己負担限度額） 

25,030円 62,400円 
（附加給付） 

最終的な 
自己 
負担額 

当共済組合
から組合員
への還付額 

当共済組合が医療機関へ支払う額 

窓口で支払う金額
が 

軽減される！！ 
窓口で支払う金額

が 

軽減される！！ 

●組合員への還付金　　　274,970円 

●組合員への還付金　　　　62,400円 

300,000円　 8
7,430円 

300,000円　 8
7,430円 

3割負担の場合（総医療費100万円） 
 

●窓口で支払う額　　300,000円　　 
 

限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示した場合（総医療費100万円） 
 

●窓口で支払う額　　 87,430円　　 
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被扶養者にかかる確認をする際に必要な証拠書類保管のお願い 
 

 

 

　被扶養者に認定されたら、ずっとその資格が続くという事ではありません！ 

　当共済組合において、扶養状況の確認をする場合がありますので、必要な書類の保管をお願いします。 

 

★被扶養者になれる収入条件（一例）★ 
　年収130万円未満（障害年金受給者または60歳以上の公的年金受給者は年収180万円未満）であること。 

　事業収入等は、収入金額から原材料費（仕入れにかかる売上原価）のみ控除した金額を基準とします。 

　別居の場合は、認定対象者に年間65万円以上の収入がある場合はその収入額を上回る額、認定対象者

の収入が年間65万円未満の場合は最低必要額（年間65万円）の経済的援助を行っていることが必要です。 

 

 

　被扶養者にかかる確認をする際に、被扶養者になれる要件を満たしているかどうかの判断をする

ため、収入に関する証拠書類や経済的援助に関する証拠書類などが必要です。 

 

 

 

 

　被扶養者になれる要件を満たしていることの確認ができない場合には、被扶養者認定を継続でき

なくなります。遡及して減員する場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　被扶養者認定に必要な添付書類について一覧表を掲載しています。 

　事業収入等の収入限度額の考え方や別居扶養の経済的援助確認方法についても掲載していますので、

該当する方は是非一度ご覧になってください。 

収 入 に 関 す る 書 類  

 

 

経済的援助に関する書類 

確定申告書類一式、年金決定通知書、年金改定通知書、 

年金振込通知書、給料明細書など 

 

金融機関の振込票、 

振込履歴の記載がある通帳など 

証拠書類の例 
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　  整骨院等で保険適用となるのは、次のような症状です。 
　・急性、亜急性で外傷性の捻挫、打撲、挫傷 
　・医師が治療の同意をした脱臼、骨折（応急手当の場合を除く。） 
 

　  次のような場合は保険適用となりません。 
　・日常生活による疲れや肩こり、スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛の場合 
　・打撲、捻挫、挫傷で同一部位の治療を外科、内科、整形外科等で受けながら、 
　　同時に整骨院等にもかかっている場合 
　・打撲、捻挫が治った後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用の場合 
　・特に症状の改善がみられない長期にわたる漫然とした施術の場合 
　・仕事上や通勤途上におきた負傷の場合 
 
 
   近年、整骨院や接骨院が急増し、街中でもよく見かけるようになりました。 
　この整骨院等で施術を行う柔道整復師は医師ではないため、健康保険が適用される症状
が限られています。　 
　 
    一方、柔道整復師が不正請求をしていることが判明した場合、患者に変わって療養費給
付を申請できる「受領委任」の取扱いを５年間中止するという行政措置が下されますが、
今年度に入って、厚生労働省からこの行政措置の通知が増えており、新聞でも度々取り上
げられています。 
    
　その原因は水増し請求、単なる肩こりや腰痛で来院しただけの患者を、保険適用の対象
となる「捻挫」と偽って請求するなど内容は様々です。 
　 
   新聞報道によると、昨年度、柔道整復師に下された 
行政措置の件数は、大阪府が全国の半数以上を占めて 
おり（厚生労働省調べ）、大阪府は監査を強化してい 
るということです。 
　 
   保険適用外の施術を受けたことが後で判明した場合、 
組合員が施術費全額を負担する必要があり、後日、当 
共済組合より医療費返還請求をすることとなります。 
　 
   整骨院等にかかる際は、保険適用になる症状かどう 
か確認するようにしましょう！！ 
 

整骨院等（柔道整復師）にかかるとき 
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退 職 後 の 医 療 保 険 制 度  
 

 

 

　組合員が退職すると、その翌日から被扶養者の方も含めて共済組合の資格を喪失します。 

　現在お持ちの組合員証・被扶養者証等は使用できなくなりますので、必ず返却

してください！！ 

　退職後の状況により、いずれかの医療保険制度に加入することとなります。 

 

本市に再任用の場合、一部の方を除いては、全国健康保険協会 
へ加入します。 
再任用先の職場に確認してくだサイ！ 

健康保険の加入資格や被扶養者の認定条
件等は、再就職先にご確認ください。 

退
　
　
　
　
職 

再就職する 
（再任用を含む） 

再就職先の 
健康保険制度に加入 

3つの 
選　択　肢 

健康保険等の被保険者 

国民健康保険に加入される場合は、「資
格喪失証明書」が必要になりますので、
各所属所（市長部局にあっては総務事務
センター）の共済組合事務担当を経由し
て申請してください。 

国民健康保険の被保険者 

家族の被扶養者になる場合は、収入限度
額などの条件が異なりますので、あらか
じめ家族の加入している健康保険組合等
にご確認ください。 

家 族 の 被 扶 養 者  

任意継続とは、一定の加入資格を満たす
場合、掛金を納めることにより、原則と
して２年間に限り、当共済組合の組合員
資格を継続することができる制度のこと
です。 
掛金の詳細ついては、次ページを！！ 

共済組合の任意継続組合員 

できる 

再就職しない 

できない 
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任 命 議 員  互 選 議 員  

役 名  氏 名  所 属  役 名  氏 名  所 属  

理 事 長  

理事長職務代理者 

理 事  

〃 

監 事  

議 員  

〃 

〃 

〃 

〃 

学識経験監事 

総 務 局  

交 通 局  

総 務 局  

水 道 局  

病 院 局  

総 務 局  

環 境 局  

消 防 局  

西 区 役 所  

教育委員会事務局 

理 事  

〃 

〃 

〃 

監 事  

議 員  

〃 

〃 

〃 

〃 

上 谷 高 正  

中 村 義 男  

三 戸 一 宏  

比 嘉 一 郎  

田 中 浩 二  

宮 　 正  

吉 田 隆 一  

大 田 道 雄  

高 畠 良 彦  

藤 村 信 孝  

環 境 局  

交 通 局  

水 道 局  

西 成 区 役 所  

淀 川 区 役 所  

経 済 局  

環 境 局  

環 境 局  

消 防 局  

交 通 局  

村 上 龍 一  

益 　 英 之  

黒 住 兼 久  

木 村 　 猛  

野 田 　 誠  

平 松 直 樹  

宝 田 啓 行  

岡 田 俊 樹  

半野田　孝　郎 

荻 野 哲 男  

谷 川 昌 司  

組 合 会 議 員 の 異 動 に つ い て 

任 意 継 続 掛 金 に つ い て 
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　大阪市職員共済組合組合会議員に異動がありましたので、次のとおりお知らせいたします。 

大阪市職員共済組合組合会議員名簿 
平成23年８月22日現在 
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【任意継続掛金の算出方法】　　　　　　　　　　　　　※平成24年度の掛金率は未定です。 

　短期任意継続掛金 = 掛金算定の基礎となる給料月額　×　掛金率（平成23年度は  125/1000） 

　介護任意継続掛金 = 掛金算定の基礎となる給料月額　×　掛金率（平成23年度は  13.75/1000） 
（40歳以上の組合員のみ） 
 
掛金算定の基礎となる給料月額は、次の①、②のうちどちらか低い方になります。 
　①退職時の給料月額 
　②全組合員の平均給料月額 
　　　毎年１月１日における全組合員の平均給料月額が、次年度４月１日から適用されます。 
　　　平成23年度平均給料月額は、317,000円　　       ※平成24年度は未定です。 
 　　☆例☆ 
　　平成23年11月30日に退職した組合員が任意継続した場合 
　　（退職時給料月額が400,000円） 
 
　　　　短　　期　　　　317,000円　×   125/1000　＝　39,625円 
　　　　介　　護　　　　317,000円　× 13.75/1000　＝　 4,358円 
　　　　掛金合計　　　　 39,625円　＋      4,358円　＝　43,983円 
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共済年金の加入記録・見込額等をインターネットで確認できます 
 
 
 
 
　組合員及び元組合員の方（61歳以上の方・退職共済年金を受給されている方は除く）は、ご
自宅のパソコン等からインターネットを利用して、ご自身の公務員共済年金期間、給料及び期
末手当等の記録、将来の年金の見込み額、掛金納付額を確認することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①年金加入記録　　　　　　　　　　　　　　   ②年金見込み額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③給料等の記録　　　　　　　　　　　　　　   ④掛金納付額 
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ユーザーID・パスワードを取得する場合 

　「はじめてご利用される方（ご利用申込はこ

ちら）」をクリックし、画面の指示に従い、ユ

ーザーID・パスワード取得申請を行ってくださ

い。概ね１～２ヶ月程度でユーザーID・パスワ

ード通知書がご指定の住所に郵送されます。 

ユーザーID・パスワード通知書が届いたら 

　「既にユーザーIDをお持ちの方（ログインは

こちら）」をクリックし画面の指示に従い、情

報をご覧ください。 

　ご利用にあたっては、「地共済年金情報Webサイト」にアクセスし、事前にユーザーＩＤ・

パスワードを取得していただく必要があります。 

　ご利用を希望される方は、ユーザーID・パスワードの申請手続きを行ってください。（ユー

ザーＩＤ・パスワードは発行までに１～２ヶ月程度かかります。） 

　手続きには職員番号及び基礎年金番号の入力が必要となります。Webサイトにアクセスする

前にご確認ください。 

 

 

（大阪市職員共済組合のHPからもアクセスできます） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

　・ユーザーID・パスワードは、申請時に入力していただいた情報と当共済組合の保有情報

が一致した場合のみ発行します。 

　・「地共済年金情報Webサイト」の利用可能時間は６時から24時です。 

　・基礎年金番号が当共済組合に登録されていない方は、本サービスを利用できない場合が

あります。該当される方は当共済組合までご連絡ください。 

　・職員番号及び基礎年金番号が変更になった場合や組合員の方が退職した場合、ユーザー

ID・パスワードは失効となります。再度、ユーザーID・パスワードの申請手続きを行っ

てください。 
 

 

退職予定のみなさまへ 
　ご自身の退職共済年金の見込み額等の確認は、「地共済年金情報Webサイト」にて行ってください。

（当共済組合から年金額の試算書は送付いたしません。） 

地共済年金情報 検索 
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住宅ローンは借換えしたら得するの？ 庶
務
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広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 
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広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 
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広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 
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広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 
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ジェネリック医薬品  使ってお得！ 



 
 
 
 
 
 
 

6 2 0 8 - 7 5 4 7～9  
 

6 2 0 8 - 7 5 9 1～4  
 

6 2 0 8 - 7 5 4 1～2  
6 2 0 8 - 7 5 8 1～2  
6 2 0 8 - 7 5 9 6  
6 2 0 8 - 7 5 9 7

共済組合だより第69号 
平成23年12月発行 

 
大阪市職員共済組合 

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 
（大阪市役所内） 

電話：年金給付係 
（年 金 関 係） 

　　　医療給付係 
（健康保険・扶養認定） 

　　　庶　務　係 
（組合員資格等） 
（掛　金　等） 
（住宅貸付等） 
（検　診　等） 

URL：http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/


